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薬
害
肝
炎
問
題
に
お
け
る
厚
労
省
調
査
検
討
会
お
よ
び
政
府
の
責
任
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
の
納
入
先
七
〇
〇
〇
医
療
機
関
の
新
聞
紙
上
に
お
け
る
再
公
表
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
は
「
来
年

一
月
中
旬
を
目
途
に
」
行
う
と
答
弁
し
て
い
る
（
答
弁
第
二
八
九
号
の
五
）
。
一
月
何
日
に
行
う
の
か
。

二

厚
生
労
働
省
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
後
の
四
一
八
例
の
肝
炎
等
発
症
患
者
の
症
状
等
に
関
す
る
調
査
検
討
会
」

（
以
下
、
厚
労
省
調
査
検
討
会
）
は
調
査
票
を
決
定
し
た
か
。
決
定
し
て
い
な
い
場
合
、
い
つ
決
定
す
る
の
か
。

三

厚
労
省
調
査
検
討
会
は
右
記
調
査
票
を
発
送
し
た
か
。
発
送
し
て
い
な
い
場
合
、
い
つ
発
送
す
る
の
か
。

四

厚
労
省
調
査
検
討
会
の
右
記
調
査
票
は
、
い
つ
が
返
答
期
限
に
な
っ
て
い
る
か
。

五

厚
労
省
調
査
検
討
会
の
調
査
結
果
は
、
い
つ
公
表
す
る
の
か
。

六

厚
生
労
働
省
は
、
十
二
月
二
十
日
付
文
書
「
Ｃ
型
肝
炎
訴
訟
に
つ
い
て
」
で
「
三
十
億
円
を
原
告
と
弁
護
士
と
で
設
立
す

る
財
団
に
拠
出
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
直
接
又
は
間
接
に
、
事
実
上
全
員
の
救
済
が
実
現
す
る
」
と
の
考
え
を
示
し
て
い

る
。
以
下
�
〜
�
に
つ
い
て
個
々
に
ご
回
答
願
い
た
い
。

�

三
十
億
円
は
国
の
責
任
を
認
め
て
拠
出
さ
れ
る
の
か
。

�

拠
出
す
る
三
十
億
円
が
国
の
責
任
を
認
め
て
の
も
の
で
な
い
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
趣
旨
の
下
に
拠
出
さ
れ
る
の

一



か
。

�

「
直
接
」
「
救
済
が
実
現
す
る
」
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
間
接
に
」
「
救
済
が
実
現
す
る
」
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
事
実
上
」
「
全
員
の
救
済
が
実
現
す
る
」
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

�
添
厚
生
労
働
大
臣
は
衆
参
厚
生
労
働
委
員
会
や
記
者
会
見
の
場
で
重
ね
て
「
年
内
に
全
面
解
決
す
る
」
と
答
弁
し
て
き

た
。
薬
害
肝
炎
訴
訟
の
原
告
は
本
日
十
二
月
二
十
日
、
現
在
の
被
告
・
国
の
和
解
案
に
よ
る
和
解
協
議
打
ち
切
り
を
表
明

し
、
和
解
を
拒
否
し
た
。
�
添
厚
労
大
臣
の
発
言
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
責
任
を
と
る

の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


